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平成３０年第４回下仁田町議会臨時会会議録第１号（２９日） 
招集年月日 平成３０年１１月２９日 

招集の場所 下 仁 田 町 議 会 議 場 

開閉会日時 開 会 平成３０年１１月２９日午前10時00分 議 長 堀 口 博 志 

及 び 宣 言 閉 会 平成３０年１１月２９日午前10時52分 議 長 堀 口 博 志 

応（不応）招議員 議席番号 氏 名 出席等の別 議席番号 氏 名 出席等の別 

及 び 出 席 並 び に １ 小 須 田  肇 ○ ７ 佐 藤 勇 二 ○ 

欠 席 議 員 ２ 岡 田 邦 敏 ○ ８ 千 野 榮 治 ○ 

出 席  １ ２ 名 ３ 永 井 正 之 ○ ９ 島 﨑 紘 一 ○ 

欠 席    名 ４ 木 暮 弘 元 ○ １０ 堀 口 博 志 ○ 

欠 員    名 ５ 岩 崎 正 春 ○ １１ 岡 田 武 二 ○ 

 凡   例   ６ 佐 藤  博 ○ １２ 佐 藤 公 夫 ○ 

○ 出席を示す       

△ 欠席を示す       

× 不応招示す       

会 議 録 署 名 議 員 ４番 木 暮 弘 元 ５番 岩 崎 正 春  

職務のため議場に 

出席したものの氏名 
事 務 局 長 樋 口 令 子 書 記 佐 藤 里 奈 

 町 長 原  秀 男 保 健 環 境 課 長 岩 井  収 

地方自治法 教 育 長 茂 木  学 農 林 課 長 佐 藤 正 明 

第１２１条に 町 長 公 室 長 神 戸  宏 商 工 観 光 課 長 岡 野  均 

より説明のた 総 務 課 長 浅 川 幸 則 建設ガス水道課長 林  光 一 

め出席した者 地 域 創 生 課 長 猪 野  馨 教 育 課 長 大 小 原 敏 江 

の氏名 住 民 税 務 課 長 林  通 典   

 会 計 課 長 （住民税務課長兼務）   

 福 祉 保 険 課 長 岡 田 恵 子   
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議 事 日 程  別紙のとおり 

 ───────────────────── 

会 議 に 付 し た 議 件 

 ───────────────────── 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

  町長挨拶 

  全員協議会 

３ 議案第70号 下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の一部を改正する条例 

４ 第71号議案 下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の一部を改正する 

        条例 

５ 第72号議案 下仁田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

６ 第73号議案 しもにたバス条例の一部を改正する条例 

７ 第74号議案 平成２９年度「道の駅しもにた」道路改良及び駐車場整備等工事請 

        負契約の変更について 

 

会 議 の 経 過 

────────────── 

    開  会    平成３０年１１月２９日  午前１０時００分 

────────────────── 

○議長 堀口博志  ただいまから、平成３０年第４回下仁田町議会臨時会を開会し、

直ちに本日の会議を開きます。 

──────────────────── 

○議長 堀口博志  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

     会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、４番 木暮弘元

君と、５番 岩崎正春君を指名いたします。 

──────────────────── 

○議長 堀口博志  続いて、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

     お諮りします。 

     本臨時会の会期は、本日一日としたいと思います。これにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 堀口博志  異議なしと認めます。 

     よって、本臨時会の会期は、本日一日と決定いたしました。 
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──────────────────── 

○議長 堀口博志  続いて、町長から臨時会招集の挨拶を願います。町長 

（原秀男町長 登壇） 

○町長 原秀男  おはようございます。 

     平成３０年第４回下仁田町議会臨時会開会に当たり、ご指名をいただきま

したので一言ご挨拶を申し上げます。 

     本日は、議員の皆様におかれましては臨時会にご参集いただき、大変あり

がとうございます。 

     去る２３日に開催いたしました下仁田ねぎ祭りは、おかげさまをもちまし

て数多くのお客様にご来場いただき、地域ブランドのかなめである下仁田ね

ぎを内外に広くアピールすることができたことと認識しております。 

     さて、本臨時会には、国の人事院勧告を踏まえ、諸給与支給条例の一部を

改正する条例のほか、しもにたバス条例の一部改正並びに道の駅しもにたの

工事請負契約の変更についてご提案申し上げます。詳細につきましては、後

ほど担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決議

を賜りますようお願い申し上げます。 

     以上、平成３０年第４回議会臨時会開会に当たりましての挨拶といたしま

す。 

──────────────────── 

○議長 堀口博志  ここで、暫時休憩いたします。 

     なお、引き続きまして、３０２委員会室において全員協議会を開催いたし

ますので、議案書をお持ちの上、移動していただきますようお願いいたしま

す。 

休  憩  午前１０時０２分 

再  開  午前１０時３７分 

○議長 堀口博志  休憩を解いて再開いたします。 

──────────────────── 

○議長 堀口博志  日程第３、議案第７０号 下仁田町議会の議員の諸給与支給条

例の一部を改正する条例を議題といたします。 

     議会事務局長に朗読させます。議会事務局長 

（樋口令子議会事務局長 登壇） 

○議会事務局長 樋口令子  命によりまして、議案書を朗読いたします。 

     議案第７０号 下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の一部を改正する条

例。 
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     上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び下仁田町議会会議

規則第１４条の規定により提出いたします。 

     平成３０年１１月２９日、下仁田町議会議長 堀口博志様。 

     提出者、下仁田町議会議員 島﨑紘一、賛成者、同 小須田肇、岡田邦敏、

永井正之、岩崎正春、千野榮治、岡田武二、佐藤公夫。 

     別紙をごらんください。 

     下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の一部を改正する条例。 

     第１条、下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の一部を次のように改正す

る。 

     第６条第２項中「１００分の２２７．５」を「１００分の２３２．５」に

改める。 

     第２条、下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の一部を次のように改正す

る。 

     第６条第２項中「１００分の２１２．５」を「１００分の２２２．５」に、

「１００分の２３２．５」を「１００分の２２２．５」に改める。 

     附則、この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、平成３１年４月１日から施行する。 

     提出の理由でございますが、地方公務員の給与改定に伴い、下仁田町議会

の議員の諸給与支給条例の一部を改正する必要が生じたためでございます。 

○議長 堀口博志  朗読が終わりましたので質疑に入ります。 

     質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 堀口博志  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。 

     討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 堀口博志  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     議案第７０号を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

○議長 堀口博志  挙手多数です。 

     よって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 

──────────────────── 

○議長 堀口博志  次に、日程第４、第７１号議案 下仁田町長、副町長及び教育

長の諸給与支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

     提案理由の説明を町長公室長に求めます。町長公室長 
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（神戸宏町長公室長 登壇） 

○町長公室長 神戸宏  命によりまして、第７１号議案をご提案、ご説明いたしま

す。 

     第７１号議案 下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の一部を

改正する条例。 

     第１条、下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の一部を次のよ

うに改正する。 

     第３条第２項中「１００分の２２７．５」を「１００分の２３２．５」に

改める。 

     第２条、下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の一部を次のよ

うに改正する。 

     第３条第２項中、「１００分の２１２．５」を「１００分の２２２．５」

に、「１００分の２３２．５」を「１００分の２２２．５」に改める。 

     附則、この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、平成３１年４月１日から施行する。 

     平成３０年１１月２９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長 堀口博志  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

     質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 堀口博志  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。 

     討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 堀口博志  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第７１号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

○議長 堀口博志  挙手多数です。 

     よって、第７１号議案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────── 

○議長 堀口博志  次に、日程第５、第７２号議案 下仁田町職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 

     提案理由の説明を町長公室長に求めます。町長公室長 

（神戸宏町長公室長 登壇） 

○町長公室長 神戸宏  命によりまして、第７２号議案をご提案、ご説明いたしま
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す。 

     第７２号議案 下仁田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。 

     第１条、下仁田町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

     改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので、

省略させていただきます。 

     続きまして、５ページをお願いいたします。 

     附則、施行期日等、第１条、この条例は公布の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

     第１号、第１条及び第３条の規定、平成３０年１２月１日。 

     第２号、第２条及び第４条の規定、平成３１年４月１日。 

     以下につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので、省略

させていただきます。 

     平成３０年１１月２９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 堀口博志  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

     質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 堀口博志  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。 

     討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 堀口博志  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第７２号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 堀口博志  挙手全員です。 

     よって、第７２号議案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────── 

○議長 堀口博志  次に、日程第６、第７３号議案 しもにたバス条例の一部を改

正する条例を議題といたします。 

     提案理由の説明を地域創生課長に求めます。地域創生課長 

（猪野馨地域創生課長 登壇） 

○地域創生課長 猪野馨  命によりまして、第７３号議案を朗読し、ご提案、ご説

明申し上げます。 

     第７３号議案 しもにたバス条例の一部を改正する条例。 

     しもにたバス条例の一部を次のように改正する。 



- 7 - 

     第３条第１項第４号「初鳥屋線（本宿－初鳥屋）」を「初鳥屋線（下仁田

駅－滑－本宿－初鳥屋）」に改める。 

     附則、この条例は、平成３１年１月１日から施行する。 

     平成３０年１１月２９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     以上でありますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 堀口博志  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

     質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 堀口博志  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。 

     討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 堀口博志  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第７３号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 堀口博志  挙手全員です。 

     よって、第７３号議案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────── 

○議長 堀口博志  次に、日程第７、第７４号議案 平成２９年度「道の駅しもに

た」道路改良及び駐車場整備等工事請負契約の変更についてを議題といたし

ます。 

     提案理由の説明を商工観光課長に求めます。商工観光課長 

（岡野均商工観光課長 登壇） 

○商工観光課長 岡野均  命によりまして、第７４号議案を朗読し、ご提案、ご説

明申し上げます。 

     第７４号議案 平成２９年度「道の駅しもにた」道路改良及び駐車場整備

等工事請負契約の変更について。 

     平成２９年８月３０日第６８号議案で議会の議決を経た、平成２９年度

「道の駅しもにた」道路改良及び駐車場整備等工事請負契約について、下記

のとおり請負契約に変更を生じたため、下仁田町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

     記、契約の目的、変更前、平成２９年度「道の駅しもにた」道路改良及び

駐車場整備等工事請負契約、変更後、変更前に同じ。 

     契約の方法、変更前、指名競争入札による契約、変更後、変更前に同じ。 
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     契約の金額、変更前、１億９，２２４万円、変更後、２億７４３万５，６００

円。 

     契約の相手方、変更前、下仁田町大字馬山３７０９－１、神戸土木株式会

社代表取締役 神戸康宏、変更後、変更前に同じ。 

     平成３０年１１月２９日提出、下仁田町長 原秀男。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 堀口博志  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

     質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 堀口博志  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。 

     討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 堀口博志  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第７４号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 堀口博志  挙手全員です。 

     よって、第７４号議案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────── 

○議長 堀口博志  以上で本臨時会に付議された案件の審議は全部終了いたしまし

た。 

     お諮りします。 

     会議規則第４５条の規定により、字句等の整理につきましては議長に一任

願いたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 堀口博志  異議なしと認めます。よって、字句等の整理につきましては、

議長に一任願います。 

     これをもちまして、平成３０年第４回下仁田町議会臨時会を閉会いたしま

す。大変ご苦労さまでした。 

────────────────── 

    閉  会    平成３０年１１月２９日  午前１０時５２分 

────────────────── 

 

 

 以上は、会議の経過を記載したものである。その内容に相違ないことを証するため、
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

    議  長     堀 口 博 志 

    ────────────────      

 

 

 

    署名議員     木 暮 弘 元 

    ────────────────      

 

 

 

    署名議員     岩 崎 正 春 

    ────────────────      


